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船舶事故調査報告書 

 

   船 種 船 名 漁船 不動丸 

   漁船登録番号 ＳＡ３－１７０７７ 

   総 ト ン 数 ４.０トン 

 

   船 種 船 名 漁船 第二潮美丸 

   漁船登録番号 ＦＯ３－５６０９５ 

   総 ト ン 数 １.５トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年１２月１０日 ０８時５０分ごろ 

   発 生 場 所 福岡県三池港西方沖 

           三池港沖灯標から真方位００６°９００ｍ付近 

           （概位 北緯３３°００′ 東経１３０°２１′） 

 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船不動
ふ ど う

丸は、船長ほか１人が乗り組み、漁場に向けて北西進中、漁船第二潮
しお

美
み

丸

は、船長１人が乗り組み、漁場に向けて南西進中、平成２０年１２月１０日０８時 

５０分ごろ三池港西方沖において、両船が衝突した。 

 不動丸は、船首に擦過傷等が生じ、第二潮美丸は、船体が切断されたが、いずれも

死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 
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 運輸安全委員会は、平成２０年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

 平成２０年１２月１２日 現場調査 

 平成２０年１２月２０日、平成２１年１月１１日及び２月２０日 口述聴取 

 平成２０年１２月２２日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、不動丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下

「船長Ａ」という。）及び第二潮美丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長

Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

 Ａ船は、平成２０年１２月１０日０４時００分ごろ、霧で視程が約５０ｍ

の中、船長Ａほか１人が乗り組み、投網漁の目的で、佐賀県藤津
ふ じ つ

郡太良
た ら

町

道越
みちごし

漁港竹崎
たけざき

地区を出港し、熊本県玉名
た ま な

市菊池川沖漁場に向かった。０５時

００分ごろ同漁場に至って操業し、コハダ約７００kg を漁獲した。０８時 

２０分ごろ依然として視界が制限されていたのでマスト灯、げん灯、船尾灯

及び白色全周灯を点灯した。その後、えび漁の目的で、三池港沖灯標北方の

漁場に向かうため、主機関を回転数毎分（rpm）約１,９００、約２０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）として手動操舵により航行し、熊本

県長洲
な が す

港沖で針路約３２２°（真方位、以下同じ。）とした。 

 船長Ａは、甲板員には船尾甲板で網の修理に当たらせていた。 

 船長Ａは、レーダーを０.２５海里（Ｍ）レンジにしており、Ｂ船の映像を

認めていなかった 

 船長Ａは、衝突の１～２分前ごろ三池沖の漁場が近くなったと思い、速力

を約１０kn に減少し、自船の位置を確認するため、レーダーを０.２５Ｍレン

ジから３Ｍレンジに切換えて、三池港沖灯標や三池港西側の映像から、漁場
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近くということを判断し、レーダー画面から頭を上げ前方を見たときショッ

クがあり、Ｂ船の船橋が右前方に見えて乗り切っていったので、すぐに、主

機関を中立とした。霧中信号は実施していなかった。 

 船長Ａは、主機関を後進とした後、Ｂ船の乗員をＡ船に乗り移らせた。 

    船長Ａは、衝突の５分後の０８時５５分ごろ、衝突時刻とＧＰＳプロッ 

ターの位置を海上保安部に１１８番通報を行った。その後、来援した巡視船

がＢ船を熊本県長洲町までえい
・ ・

航したので、それについて行った。 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、１０日０８時１５分ごろ、霧で視程約５０ｍの中、船長Ｂが１ 

人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、白色全周灯及び両色灯を点灯し、福岡

県大牟田港を出港し、三池港沖灯標西方漁場に向かった。 

    船長Ｂは、大牟田港沖の赤色浮標（大牟田港灯浮標）まではのりひびが 

入っているので間を縫って航行し、同浮標の南方５０～１００ｍから針路を

約２２８°に設定し、主機関を約２,０００rpm、約１０kn の速力として手動

操舵により航行した。 

 レーダーは０.２５Ｍレンジを使用しており、大牟田港沖の赤色浮標はレー

ダーに映っていた。 

 衝突の約１分前に０.２５Ｍレンジのレーダー画面の左約４５°外周付近に

は、Ａ船の映像が映っていたが、船であればこの付近は停止してえび漁に従

事する漁船が多いので、同映像もそうかもしれないと思って航行した。衝突

の少し前、主機関の回転数を少しずつ下げて中立とし、約１kn の惰力で航行

した。衝突直前に１０時の方向にＡ船の船体が見え、ほぼ直角に衝突し、目

の前０.５～１ｍのところを乗り上がっていった。霧中信号は実施していな 

かった。 

 船長Ｂは、Ａ船に乗り移り、Ｂ船は巡視船により熊本県長洲町にえい
・ ・

航さ

れた。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年１２月１０日０８時５０分ごろで、発生場所は、

三池港沖灯標から００６°９００ｍ付近の福岡県三池港西方であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 両船とも死傷者はいなかった。 
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２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

 船長Ａの口述によれば、船首に擦過傷及びプロペラに曲損が生じた。 

（写真１ Ａ船の状況 参照） 

  (2) Ｂ船 

 船長Ｂの口述によれば、船体船首側に裂傷を生じ、操舵室が切断されて水

船となった。 

（写真２ Ｂ船の状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ４０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６３年９月８日 

免許証交付日 平成１６年６月１１日 

（平成２１年１２月２３日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ４８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５６年１２月２４日 

免許証交付日 平成１９年１月２２日 

（平成２４年１１月６日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     １８歳から家族と一緒に漁船に乗り組むようになり、２３歳から船長を務

めるようになった。 

   ② 健康状態 

     体調は通常で、視力及び聴力は良く、睡眠もいつもどおり約６時間とって

おり、航行中に眠気はなかった。 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     陸上の勤務についており、６～７年前から休日に採貝漁等を行うようにな

り、漁業協同組合の準組合員であった。 
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   ② 健康状態 

     体調は通常で、視力及び聴力は良く、睡眠もいつもどおり約７時間とって

おり、航行中に眠気はなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

漁船登録番号 ＳＡ３－１７０７７ 

主たる根拠地 佐賀県太良町大浦 

船舶所有者 個人所有 

総 ト ン 数 ４.０トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ １０.３５ｍ×２.４２ｍ×０.８３ｍ 

船 質 ＦＲＰ 

機 関 ディーゼル機関１基 

出    力 ７０（漁船法馬力数） 

推 進 器 ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月 平成１１年１２月 

   (2) Ｂ船 

漁船登録番号 ＦＯ３－５６０９５ 

主たる根拠地 福岡県大牟田市 

船舶所有者 個人所有 

総 ト ン 数 １.５トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ ８.０４ｍ×１.９６ｍ×０.７６ｍ 

船 質 ＦＲＰ 

機 関 ディーゼル機関１基 

出    力 １３４kＷ（漁船法馬力数） 

推 進 器 ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月 平成４年２月 

 

2.5.2 積載状況 

   (1) Ａ船 

 船長Ａの口述によれば、Ａ船の喫水は船首０.４２ｍ、船尾０.９５ｍで 

あった。 

   (2) Ｂ船 

 船長Ｂの口述によれば、Ｂ船の喫水は船首０.３０ｍ、船尾１.１０ｍで



 - 6 -

あった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

① 見張警報装置（設定した範囲内に映像が入った場合に警報音を発するも

の。以下同じ。）付レーダー及びＧＰＳプロッターを装備していた。また、

汽笛又は有効な音響信号設備を装備していなかった。 

② 船長Ａの口述によれば、事故当時、船体、航海計器類には故障及び不具

合はなかった。また、レーダーの見張警報装置については、今まで使った

ことがなかったので、ないものと思っていた。 

   (2) Ｂ船 

① 見張警報装置付レーダー及びＧＰＳプロッターを装備していた。また、

汽笛は装備しておらず、鐘を装備していたが、鳴らしていなかった。 

② 船長Ｂの口述によれば、事故当時、船体、航海計器類には故障及び不具

合はなかった。また、レーダーの見張警報装置については、使ったことが

なかったので、必要性を感じていなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 警報・注意報の発表状況 

 福岡管区気象台の回答書によれば、平成２０年１２月９日１９時１０分筑後南

部に濃霧注意報を発表し、１０日１６時２２分に解除した。 

 なお、同回答書によれば、筑後南部の定義として次のとおり記載されていた。 

 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、みやま市、大木町、黒木町、立花町、広川

町、矢部村、星野村を指し、海岸線からおおむね２０Ｍ以内の海域も含みます。 

 

2.6.2 気象観測値 

 事故現場の西方約５.５Ｍに位置する大牟田地域気象観測所による事故当日の気

象観測値は、次のとおりであった。 

 ０９時００分  

降水量 ０、日照時間 ０、気温 ６.０℃、風向 南、風速 １m/s 

 

2.6.3 乗組員の観測 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

 天気 霧、風 なし、視程 ５０ｍ以下、波浪 なし 
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２.７ 事故水域に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、事故水域は、水深が２～１０ｍと浅いため、

えび漁等の好漁場であった。 

 

 

３ 分 析 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

   (1) 衝突の状況 

 ２.１から、Ａ船は、長洲港沖で針路約３２２°とし、衝突約１～２分前

に、速力を約１０kn に減じて航行中、また、Ｂ船は、大牟田港灯浮標の南

方５０～１００ｍ付近で、針路約２２８°とし、衝突の少し前から主機関の

回転数を徐々に減じ、中立とし、速力を約１kn に減じて航行中、両船が衝

突したものと考えられる。 

   (2) 衝突時刻及び衝突場所 

 ２.１から、衝突時刻は、０８時５０分ごろで、衝突場所は、三池港沖灯

標から００６°９００ｍ付近であったものと考えられる。 

   (3) 衝突角度 

 ２.１及び２.３から、Ａ船の船首と、Ｂ船の左舷側とが、ほぼ直角に衝突

したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

 ２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な免許証を有していた。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

 ２.６から、当時は濃霧注意報が発表されており、天気は霧で、風はなく、視程

は５０ｍ以下であったものと考えられる。 

 

3.2.3 船舶の状況 

   (1) Ａ船 

 2.5.3(1)から、船体、航海計器類には故障及び不具合はなく、レーダーの

見張警報装置を使用していなかったものと考えられる。 

 また、汽笛を装備していなかったので、霧中信号を行わなかったものと認
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められる。 

   (2) Ｂ船 

 2.5.3(2)から、船体、航海計器類には故障及び不具合はなく、レーダーの

見張警報装置を使用していなかったものと考えられる。 

 また、汽笛を装備していなかったので、霧中信号を行わなかったものと認

められる。 

 

3.2.4 見張りの状況 

   (1) Ａ船 

 ２.１及び 2.5.3(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 

① 船長Ａは、０.２５ＭレンジではＢ船のレーダー映像を認めず、衝突約

１分前にレーダーレンジを０.２５Ｍから３Ｍに切り換えた。 

② 船長Ａは、３Ｍレンジとしたとき、レーダー画面の外周に映っている三

池港の西側及び三池港沖灯標の映像を見て漁場の位置を確認していたこと、

及びそれまで使用していた０.２５Ｍレンジのレーダー画面にＢ船の映像

が映っていなかったことから、レーダー画面の中心付近に目を向けなかっ

たため、中心付近のＢ船の映像には気付かなかった。 

   (2) Ｂ船 

 ２.１(2)から、船長Ｂは、衝突約１分前にレーダーの０.２５Ｍレンジに

おいて、船首から左約４５°方向約０.２５ＭにＡ船の映像を確認していた

が、停止してえび漁をしている船舶と思い込み、レーダーにより適切な見張

りを行っていなかったことから、Ａ船の映像が接近していることに気付かな

かったものと考えられる。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

 ２.１、3.2.3 及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

① 船長Ａは、視界が制限された状況下において、速力約１０kn で航行し

たものと考えられる。 

② 船長Ａは、汽笛を装備していなかったので、霧中信号を行わなかったも

のと認められる。 

③ 船長Ａは、漁場の位置を確認するため３Ｍレンジとしていたレーダー画

面の外周に映っている三池港の西側及び三池港沖灯標の映像を見て漁場の

位置を確認していたこと、及びそれまで使用していた０.２５Ｍレンジの

レーダー画面にＢ船の映像が映っていなかったことから、レーダー画面の
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中心付近に注意を向けなかったため、中心付近のＢ船の映像に気付かな 

かったものと考えられる。 

④ 船長Ａは、レーダーの見張警報装置については、今まで使ったことがな

いので、ないものと思い込み、起動していなかったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、視界が制限された状況下において、速力約１０kn で航行中、

Ａ船のレーダー映像を認め速力約１kn で航行したものと考えられる。 

② 船長Ｂは、汽笛を装備していなかったので、霧中信号を行わなかった

ものと認められる。 

③ 船長Ｂは、衝突前にＡ船のレーダー映像を認めたが、停止してえび漁

をしている船舶と思い込み、レーダーにより適切な見張りを行わなかった

ことから、Ａ船の映像が接近していることに気付かなかったものと考えら

れる。 

④ 船長Ｂは、レーダーの見張警報装置については、使ったことがなかっ

たので、必要性を感じず、起動していなかったものと考えられる。 

 

 以上のことから、視界制限状態で航行する場合には、霧中信号を行うための設備

を備えるとともに、レーダーレンジの切換え及びレーダープロッテング等により、

探知した船舶の系統的な観察等を行うことにより適切な見張りをするとともに、他

船の発見を容易にする見張警報装置を使用することが望まれる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、視界制限状態にある三池港西方において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が南西

進中、Ａ船がレーダー画面上の中心付近に映っていたＢ船の映像に気付かず、また、

Ｂ船がレーダー画面上のＡ船の映像が接近していることに気付かず航行したため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船がレーダー画面上の中心付近に映っていたＢ船の映像に気付かなかったのは、

船長Ａが、３Ｍレンジとしていたレーダー画面の外周に映っている三池港の西側及び

三池港沖灯標の映像を見て漁場の位置を確認していたこと、並びにそれまで使用して

いた０.２５Ｍレンジのレーダー画面にＢ船の映像が映っていなかったことから、 

レーダー画面の中心付近に注意を向けなかったことによるものと考えられる。 

 Ｂ船がレーダー画面上のＡ船の映像が接近していることに気付かなかったのは、船
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長Ｂが、Ａ船を停止してえび漁をしている船舶と思い込み、レーダーにより適切な見

張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 

衝突場所

大牟田港

B 船 

道越漁港 

衝突時刻：平成 20 年 12 月 10 日 08：50 ごろ 

衝突場所：三池港沖灯標から 006°900ｍ付近 

菊池川

ほぼ直角 

A 船 

A 船（4.0 ㌧）

B 船（1.5 ㌧）

三池港沖灯標

大牟田港沖灯浮標
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写真１ Ａ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




